
彼
が
さ
ら
に
長
寿
を
与
え
ら
れ
た
な
ら
ば
、
傑
出
し
た
衛
生
学
者
と

し
て
優
れ
た
学
問
的
体
系
を
築
き
上
げ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

（
福
井
県
立
短
期
大
学
第
一
看
護
学
科
）

一
昨
年
の
総
会
で
、
大
正
末
年
よ
り
十
数
年
に
及
ぶ
医
療
制
度
改

革
論
議
の
過
程
と
、
そ
の
結
果
と
し
て
生
ま
れ
た
日
本
医
療
団
（
以

下
、
日
医
団
と
略
す
）
を
、
昨
年
は
主
と
し
て
戦
時
中
の
日
医
団
の

活
動
を
と
り
あ
げ
た
が
、
今
回
は
日
医
団
の
戦
後
の
情
況
を
の
べ
る

と
と
も
に
、
九
州
地
方
に
お
け
る
日
医
団
施
設
と
そ
の
変
遷
に
つ
い

て
報
告
す
る
。

戦
前
・
戦
中
に
設
立
さ
れ
た
国
策
機
関
は
、
占
領
軍
に
よ
っ
て
戦

後
早
期
に
解
体
さ
れ
た
が
、
日
医
団
は
そ
の
特
殊
性
か
ら
処
分
が
見

送
ら
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
戦
時
中
の
よ
う
な
形
態
、
運
営
は
望
む

べ
く
も
な
く
、
次
の
ご
と
き
変
質
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
。

㈲
戦
時
色
の
払
拭

医
療
関
係
者
徴
用
令
（
十
六
年
十
二
月
十
五
日
公
布
）
や
戦
時
医

療
措
置
要
綱
（
二
十
年
四
月
二
日
閣
議
決
定
）
な
ど
の
戦
時
諸
法
令

日
本
医
療
団
（
第
三
報
）

ｌ
戦
後
の
活
動
と
九
州
地
方
の
医
療
団
施
設
Ｉ

佐
久
間
温
巳
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は
二
十
年
十
二
月
に
廃
止
さ
れ
た
が
、
日
医
団
は
厚
生
省
の
指
導
で

早
く
も
二
十
年
九
月
三
日
に
「
戦
時
医
療
措
置
要
綱
実
施
に
関
す
る

件
」
を
通
達
し
、
戦
時
中
に
日
医
団
が
徴
用
し
た
医
師
や
施
設
の
徴

用
解
除
の
準
備
を
始
め
た
。

○
民
主
化
の
推
進

㈹
労
働
組
合
の
誕
生

全
国
的
な
風
潮
に
乗
っ
て
日
医
団
に
も
二
十
一
年
一
月
二
十
三

日
、
本
部
職
員
組
合
が
結
成
さ
れ
た
の
を
皮
切
り
に
、
各
施
設
に
も

ぞ
く
ぞ
く
組
合
が
作
ら
れ
、
二
十
一
年
三
月
三
十
日
に
は
こ
れ
ら
が

結
集
し
て
全
日
本
医
療
団
従
業
員
組
合
が
誕
生
し
、
日
医
団
の
運
営

な
ど
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
。

㈲
経
営
の
民
主
化

二
十
一
年
四
月
一
日
、
日
医
団
支
部
参
議
員
設
置
規
程
と
日
医
団

施
設
参
与
員
規
程
が
通
達
さ
れ
、
全
国
の
日
医
団
支
部
に
一
般
住
民

よ
り
選
ば
れ
た
二
○
な
い
し
三
○
名
の
参
議
員
を
、
各
施
設
に
も
同

様
に
一
○
な
い
し
二
○
名
の
参
与
員
を
お
き
、
日
医
団
の
管
理
運
営

に
民
意
を
反
映
さ
せ
る
道
を
開
い
た
。

一
方
、
活
動
内
容
に
も
次
の
よ
う
な
変
化
が
承
ら
れ
た
。
お
お
む

ね
年
代
順
に
記
す
。

目
花
柳
病
診
療
所
の
設
置

二
十
年
九
月
二
十
二
日
の
連
合
軍
司
令
部
命
令
「
公
衆
衛
生
対
策

等
に
関
す
る
覚
書
」
に
も
と
づ
き
、
主
に
占
領
軍
進
駐
地
域
に
あ
る

日
医
団
施
設
に
花
柳
病
診
療
所
が
開
設
さ
れ
た
。
そ
の
数
は
二
十
一

年
四
月
現
在
、
全
国
で
四
○
施
設
に
達
し
、
二
十
一
年
度
中
に
さ
ら

に
五
○
カ
所
に
開
設
す
べ
く
準
備
を
す
す
め
た
。

口
戦
災
地
区
医
療
施
設
復
興
計
画
要
綱

二
十
年
十
二
月
二
十
七
日
に
通
達
さ
れ
た
も
の
で
、
必
要
に
応
じ

て
戦
災
地
に
都
道
府
県
病
院
（
規
模
は
二
○
○
な
い
し
三
○
○
床
）

を
、
一
○
○
床
程
度
の
地
方
病
院
を
設
置
す
る
と
い
う
内
容
で
あ
っ

た
。
こ
れ
は
こ
の
時
点
で
は
な
お
日
医
団
の
存
続
を
明
ら
か
に
意
図

し
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

白
日
医
団
施
設
の
開
放

二
十
年
十
二
月
二
十
七
日
に
通
達
さ
れ
た
。
般
開
業
医
に
対
す

る
本
団
施
設
の
開
放
に
関
す
る
件
」
に
よ
る
も
の
で
、
戦
災
で
荒
廃

し
た
開
業
医
施
設
の
不
備
を
補
う
目
的
で
あ
っ
た
が
、
実
績
を
あ
げ

る
ま
で
に
は
至
ら
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
本
邦
に
お
け
る
戦
後
初
の

オ
ー
プ
ン
・
シ
ス
テ
ム
の
導
入
と
し
て
注
目
さ
る
べ
き
施
策
で
あ
つ

と
い
え
よ
う
。
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四
医
療
施
設
の
統
合

二
十
一
年
八
月
「
医
療
施
設
統
合
暫
定
措
置
要
綱
」
が
決
定
さ

れ
、
以
前
か
ら
進
め
て
い
た
民
間
や
公
益
法
人
立
の
医
療
機
関
を
統

合
す
る
た
め
の
基
本
方
針
を
示
し
た
も
の
で
、
な
お
日
医
団
の
存
続

を
明
確
に
意
識
し
た
施
策
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。

し
か
し
、
イ
ン
フ
レ
の
進
行
や
、
財
源
と
し
た
医
療
債
券
の
発
行

が
で
き
な
く
な
っ
た
こ
と
な
ど
で
、
日
医
団
の
財
政
は
極
度
に
窮
迫

し
、
他
方
、
戦
時
色
の
濃
い
統
制
的
な
医
療
経
営
に
対
す
る
批
判
も

あ
っ
て
、
日
医
団
は
自
ら
の
手
で
解
体
を
進
め
る
こ
と
に
な
る
。

日
奨
健
寮
の
処
分

二
十
一
年
一
月
二
十
一
日
の
総
裁
通
達
「
奨
健
寮
整
理
に
関
す
る

件
」
に
の
っ
と
っ
て
、
ま
ず
奨
健
寮
の
整
理
が
始
ま
っ
た
。

○
結
核
療
養
所
の
国
営
移
管

二
十
二
年
四
月
一
日
、
日
医
団
傘
下
の
結
核
療
養
所
八
一
施
設
と

こ
の
奨
健
寮
が
厚
生
省
に
移
管
さ
れ
、
は
じ
め
て
、
一
般
国
民
が

利
用
し
う
る
結
核
療
養
所
を
国
が
運
営
す
る
と
い
う
体
制
が
で
き
あ

が
っ
た
。

白
一
般
医
療
施
設
の
処
分

こ
の
た
め
に
設
け
ら
れ
た
医
療
制
度
審
議
会
の
答
申
に
よ
っ
て
、

日
医
団
の
一
般
医
療
施
設
は
公
立
医
療
機
関
と
し
て
残
す
こ
と
に
な

り
、
戦
後
医
療
の
一
つ
の
特
徴
で
あ
る
、
医
療
の
公
営
化
が
ひ
ろ
が

っ
た
。四

日
医
団
の
解
散
と
消
滅

「
医
師
会
、
歯
科
医
師
会
及
び
日
医
団
の
解
散
に
関
す
る
法
律
」

に
よ
っ
て
、
二
十
二
年
十
一
月
一
日
に
解
散
し
た
が
、
な
お
傘
下
に

多
数
の
医
療
施
設
を
保
有
し
て
い
た
た
め
、
清
算
部
門
は
存
続
す
る

こ
と
に
な
り
、
長
い
清
算
期
に
入
っ
た
。
日
医
団
が
完
全
に
消
滅
し

た
の
は
五
十
二
年
十
二
月
二
十
二
日
で
あ
っ
た
。

ノ
清
算
を
す
す
め
る
う
ち
に
相
当
の
剰
余
金
が
生
じ
た
の
で
、
昭
和

三
十
年
、
無
医
村
を
な
く
し
医
療
の
普
及
を
は
か
る
と
い
う
日
医
団

本
来
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
、
主
に
全
国
の
国
公
立
病
院
に
総
額

七
億
円
の
設
備
充
実
助
成
金
を
交
付
し
た
。

か
く
し
て
日
医
団
は
姿
を
消
し
た
が
、
そ
の
設
立
運
営
の
経
験
か

ら
戦
後
の
医
療
政
策
立
案
に
与
え
た
影
響
は
大
き
い
。
こ
れ
ら
の
点

に
つ
い
て
言
及
す
る
と
と
も
に
、
九
州
地
方
の
日
医
団
施
設
に
関
し

て
も
報
告
す
る
予
定
で
あ
る
。

（
西
尾
市
民
病
院
）
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